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はじめに 

 時代が、昭和から平成、平成から令和へと移りゆく中で、ごみ処理問題も様々な変化を遂

げてきました。 

 ごみ排出量等の増大に伴う最終処分場の確保難に始まり、リサイクルの必要性の高まり、

ダイオキシン対策等の高度な環境保全対策の必要性など、適正なごみ処理を推進するに当

たっての課題に対応するため、ごみ処理の広域化の必要性についての議論は始まりました。 

 神奈川県ごみ処理広域化計画（1998年（平成 10年）３月）では、ごみ処理広域化の必要

性について、①リサイクルの推進、②ダイオキシン類の削減、③エネルギーの有効利用、④

ごみ処理経費の縮減としています。 

 優先順位として、まずリサイクルを進め、焼却するごみを減らしたうえで、最終的に焼却

せざるを得ないものは、一定規模以上の全連続式焼却施設で安定燃焼させ、ダイオキシン類

の削減、発電等の余熱利用を効率的に実施するという考えです。規模の小さな市町村では単

独での施設整備が困難な状況にあるため、施設を集約して整備することで、建設経費、維持

管理経費の負担を軽減することができるなどスケールメリットが期待できます。 

 この間、焼却施設からのダイオキシン類の排出量は大幅に削減され、循環型社会の実現に

向けた３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を推進するための法制度の整備が進めら

れ、ごみの焼却量と資源物を含むごみの総排出量は減少しています。 

 今後も、人口減少の進行により、ごみ量は更に減少していくことが見込まれています。一

方で、廃棄物処理に係る担い手の不足、老朽化した処理施設の維持管理・更新コストの増大、

廃棄物処理の更なる効率化等が課題となっており、こうした社会情勢の変化に適切に対応

し、持続可能なごみ処理システムを確保するためには、今後もごみ処理の広域化を推進して

いく必要があります。 

鎌倉市、逗子市及び葉山町は、2016年（平成 28年）５月に、鎌倉市・逗子市・葉山町ご

み処理広域化検討協議会を設置し、同年 7月には覚書を締結して、ごみ処理の広域連携の検

討を進めてきました。2020年（令和２年）８月に「鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化

実施計画」を策定し、現在は、同計画に定めた方針とスケジュールに従い、２市１町が連携

しながら、広域化に向けた事務を進めています。 

現在、逗子市と葉山町では、燃やすごみ、容器包装プラスチック、し尿・浄化槽汚泥の共

同処理を行っています。 

逗子市では、ペットボトル、容器包装プラスチック、草・葉・植木ごみの資源化、集団資

源回収において紙類・布類の資源化、拠点回収において廃食用油、CD・DVD類の一部の資源

化を行い、焼却量の減量に取り組んでいます。「燃やすごみ」に含まれる資源物の資源化に

関する次の課題が、「生ごみ」、「製品プラスチック」、「紙おむつ」です。このうち、生ごみ

の資源化は、2001年（平成 13年）から検討を進めてきました。生ごみは焼却せずに資源化

することが可能であり、生ごみのみを分別収集することで、堆肥化やエネルギー利用等の再

生利用をすることができます。燃やすごみの約４割を占める生ごみの資源化は、ごみ焼却量

の大幅な削減により環境負荷の低減、コストの削減及び循環型社会の形成に大きく寄与す

ることになります。 

この広域化実施計画では、逗子市と葉山町は、2024年度（令和６年度）に、生ごみの分別
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収集を開始し、葉山町に設置予定の施設で生ごみ資源化の共同処理を開始する予定です。 

 

 この「生ごみの分別収集・資源化に関する制度設計（案）」は、生ごみの分別収集・資源

化を開始するに当たり、生ごみ資源化の検討経緯、生ごみ資源化の意義、生ごみ排出量の予

測、生ごみの分別・処理方法、処理経費、環境負荷など、生ごみの分別収集・資源化に関す

る制度設計を案としてお示しするものです。 

ごみの排出は、日々の市民生活の中で毎日行われるものであり、分別の変更は市民生活に

大きな影響を与えます。 

市として、この制度設計（案）を説明していく中で、より多くの市民の皆さんの意見をい

ただきながら、より良い制度としていきたいと考えています。 
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１ 生ごみ資源化の検討経緯 

（１）４市１町の広域化協議（1998年（平成 10年）７月～2006年（平成 18年）２月） 

1998 年（平成 10 年)３月に神奈川県が策定した「神奈川県ごみ処理広域化計画」に

より９つに区割りされたブロックのうちの１つ、「横須賀三浦ブロック」に属する横須

賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町の４市１町は、同年７月に「横須賀三浦ブロッ

クごみ処理広域化協議会」を設置しました。その後、同協議会は 2001 年（平成 13年）

４月に「横須賀三浦ブロック広域連合設立準備協議会」に改組され、ごみ処理広域化の

システム構築を模索する中で、生ごみについてもブロック内に生ごみ資源化施設を２

か所設置することで生ごみの資源化を図ることを検討していました。 

しかし、４市１町で生ごみを含めたごみや資源物の処理方法を統一することが困難

であること等の理由により、2006年（平成 18年）１月をもって「横須賀三浦ブロック

広域連合設立準備協議会」は、鎌倉市及び逗子市と、横須賀市、三浦市及び葉山町の２

グループに分かれる形で解散しました。鎌倉市及び逗子市は、同年２月に「鎌倉市・逗

子市ごみ処理広域化検討協議会」を設置し、生ごみのバイオガス化を中心に生ごみ資源

化の検討を進めました。 

 

（２）逗子市一般廃棄物処理基本計画（2010年（平成 22年）３月） 

４市１町での広域化協議断念後の鎌倉市と逗子市との広域化協議において、新しい

焼却施設の建設を巡る協議が平行線をたどった結果、老朽化した両市の既存のごみ焼

却施設を 10年以上延命化する方針決定を背景として、2010年（平成 22年）３月に「逗

子市一般廃棄物処理基本計画」を 13年ぶりに改定しました。改定後の「逗子市一般廃

棄物処理基本計画」は目標年度を 2019 年度（平成 31 年度）1と定め、できる限りごみ

の減量化・資源化を図ることを基本的な考え方としています。同計画には、新たに整備

する施設として生ごみ資源化施設を位置付けています。また、家庭用生ごみ処理容器等

及び大型生ごみ処理機の購入費助成制度の充実や、焼却処理によらない効率的かつ適

正な生ごみ処理システムの実現に向けた検討により、生ごみの減量化・資源化に向けた

取組を推進し、2012年度（平成 24年度）には、夏から冬にかけて延べ３か月間、逗子

ハイランド地区において「生ごみ分別モデル事業」を実施しました。 

モデル事業で収集した生ごみの組成や有機物量等を分析した結果、生ごみ専用袋で

分別排出された生ごみの分別精度が高いことから、分別収集による生ごみの資源化処

理は十分可能であると考えられます。また、生ごみ資源化施設を建設する際の処理方式

は、マテリアル利用（堆肥化）を中心として検討することが適切であると判断されまし

た。ただし、市内に農家がほとんどなく堆肥等の利用先の確保が困難であることから、

数ある堆肥化の処理方式の中で HDMシステム2が有利であることが報告されました。「鎌

                                                      
1 2019 年度（平成 31 年度）に、目標年度を１年延長した（2020 年度（令和２年度）まで）。 

 
2 High Decreasing Microbe-bionic の略で、「微生物による高度減容化」の意味。放線菌、糸状菌、油分解菌、リグ

ニン分解菌などの有機物を効率よく分解する微生物を多く含む木材チップ（菌床）に生ごみを混ぜ込むと、微生物

の作用によって発酵分解が進む。 
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倉市・逗子市ごみ処理広域化検討協議会」で検討していたバイオガス化は他市町村で実

績があるものの、残さを焼却する焼却炉を併設する必要があるため、堆肥の生成量が抑

制され残さの発生量が少ない HDMシステムを中心に検討することにしました。 

 

（３）２市１町の広域化協議（2016年（平成 28年）５月～） 

2016年（平成 28 年）５月に葉山町を加えた２市１町でごみ処理広域化へ向けた協議

を行う「鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会」を設置しました。逗子市

は、家庭ごみ処理有料化によるごみの減量化・資源化に大きな成果を挙げ、さらなるご

み処理事業全体の効率化のためにごみ処理広域化の枠組みの再構築を必要としていま

した。 

2017 年（平成 29 年）６月には、「逗子市と葉山町のごみの共同処理方針」について

の確認書を取り交わし、既存施設の活用によりごみ処理広域化のメリットを早期に実

現するとともに、新たな施設整備により連携を取ることを確認しました。確認書におい

て、生ごみ資源化施設は葉山町に設置することとし、同年 12月には、生ごみ資源化施

設の整備を位置付けた「神奈川県逗子・葉山地域循環型社会形成推進地域計画」を環境

省に提出しました。 

また、2019年（平成 31年）４月に「逗子市・葉山町ごみの共同処理検討チーム調査・

検討結果報告書」をまとめ、生ごみ資源化施設の施設規模、処理方式、コストに関する

考察を行い、10 トン程度の施設規模、処理方式は通気型堆肥舎方式とし、協力率を上

げることによりコスト縮減を目指すこととしました。 

 

（４）２市１町ごみ処理広域化実施計画（2020 年（令和２年）８月） 

２市１町でのごみ処理の広域連携に当たり、様々なごみ減量・資源化施策の検討、各

市町が担うごみ処理の役割分担等を内容とした、「鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広

域化実施計画」を 2020年（令和２年）８月に策定しました。同計画の、「第６章 ごみ

の減量・資源化施策」の中で、生ごみは各市町において分別収集した後に資源化するこ

ととし、「第７章 ごみ処理施設の整備方針」の中で、逗子市で収集された生ごみは葉

山町の生ごみ資源化施設で処理する計画と位置付けました。葉山町の生ごみ資源化施

設は葉山町クリーンセンター内に設置予定であり、2024 年度（令和６年度）を稼働開

始の目標としました。 

 

（５）改定逗子市一般廃棄物処理基本計画（2021年（令和３年）３月） 

   改定前の「逗子市一般廃棄物処理基本計画」は、2010年度（平成 22年度）を初年度、

その後 10年間を計画期間とし最終年度を 2019年度（平成 31年度）とし、計画の中間

年度である 2015 年度（平成 27年度）に計画の見直しを行いました。計画期間終了時点

において、2016年度（平成 28年度）から協議に着手した「鎌倉市・逗子市・葉山町ご

み処理広域化実施計画」及び 2020年度（令和２年度）策定予定の「逗子市災害廃棄物



               

5 

 

処理計画3」との整合を図る必要が生じたことから、前計画の計画期間を 2020年度（令

和２年度）まで１年間延長しました。 

改定後の「逗子市一般廃棄物処理基本計画」は、2021年度（令和３年度）を初年度、

その後 10年間を計画期間とし、最終年度を 2030年度（令和 12年度）として策定しま

した。この計画では、基本施策で、持続可能な循環型社会形成への取り組みの推進とし

て、家庭系生ごみの分別・資源化を掲げ、また、廃棄物処理の広域連携の推進として、

逗子市で分別した生ごみを葉山町で整備する生ごみ資源化施設で処理することとして

います。 

 

（６）生ごみ資源化処理施設整備に向けた今後の流れ 

   葉山町では、2025 年（令和７年）３月の生ごみ資源化処理施設稼働に向けて、2021

年度（令和３年度）に葉山町クリーンセンター再整備公募型プロポーザルにより事業実

施者を選定し、契約後施設整備を開始します。 

  

                                                      
3 2021年（令和３年）３月策定 
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２ 生ごみ資源化の意義 

鎌倉市・逗子市・葉山町は、「鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化実施計画」の基本

理念として、「環境負荷の少ない循環型社会の形成に資するゼロ・ウェイスト4の実現を目指

す」としています。 

鎌倉市・逗子市・葉山町の資源化率はともに 45％を超え、県内自治体のトップ３を占め

ています5。今後、基本理念に基づき、ごみの減量化・資源化を推進していくうえで、燃や

すごみの多くを占める生ごみの減量化・資源化は、ごみ焼却量の大幅な削減による環境負荷

の低減及び循環型社会の形成に大きく寄与することになります。 

そこで、生ごみの減量化・資源化によるメリットを（１）排出抑制推進施策の優先、（２）

環境負荷の低減、（３）コストの削減の順に示します。 

 

（１）排出抑制推進施策の優先 

 ① 家庭での自家処理 

生ごみは家庭から出るごみの中で唯一、自家処理をすることで排出量を大幅に削減す

ることができるごみです。そのため、生ごみの分別収集及び資源化を開始したとしても、

これまでどおり自家処理が優先されます。 

本市では、非電動式の家庭用生ごみ処理容器等の購入費に対して助成を行っており、生

ごみの家庭での自家処理を推進しています。1991年度（平成３年度）から 1995年度（平

成７年度）に家庭用コンポストの貸与事業を、1996 年度（平成８年度）からは家庭用生

ごみ処理容器等購入費助成制度を実施し、2013 年度（平成 25年度）には、逗子市商工会

と協定を締結して商工業者との連携による家庭用生ごみ処理容器等の普及促進に取り組

んできました。生ごみの自家処理により、家庭からの生ごみの排出量が削減することで、

収集運搬に係るコストが抑制され、さらには温室効果ガスの排出も抑制されることから

地球温暖化防止にもつながります。また、ごみステーションに排出される生ごみが減るた

め、ごみステーションが衛生的になり、地域の環境美化にもつながります。家庭での生ご

みの自家処理を推進するため、引き続き、家庭用生ごみ処理容器等の普及拡大を図ります。 

一方で、全家庭が生ごみの自家処理を行うことは現実的ではないことから、どうしても

出てしまう生ごみについては、資源化施設を整備して分別収集・資源化を行い、生ごみを

燃やさずに資源化するシステムを構築するという考えです。 

 

② 食品ロス及び排出量の削減 

家庭から出る生ごみは、一人ひとりが出さない工夫をすることで、排出量を削減するこ

とができます。食材は必要な分を買うことで、期限切れの食品や食べ残しなどの本来食べ

られるはずのものが廃棄される「食品ロス」をなくすことができます。その他にも、食べ

られる野菜の皮はむかずに料理するなど、生活の中での一人ひとりの行動の積み重ねが、

                                                      
4 ごみを焼却、埋立て処理をせず、資源の浪費や、有害物質や非再生可能資源の利用をやめて環境負荷を

減らしながら、たい肥化などの物質回収や再生可能エネルギー利用、リサイクルによって、ごみをゼロに

する考え方。 
5 「令和元年度神奈川県一般廃棄物処理事業の概要」（令和３年７月）による。 
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市全体としての生ごみ排出量の大きな削減へとつながります。 

また、生ごみは水分が約８割を占めるため、十分に水切りをすることで減量ができるの

みでなく、腐敗しにくくなり悪臭の低減にもつながります。 

生ごみの分別収集・資源化の実施に当たっても、各家庭から出る生ごみの減量化を図る

ことが重要です。一人ひとりが生ごみの減量化・資源化について意識し、分別徹底と減量

効果が得られるよう、きめ細かな周知、説明に取り組んでいきます。 

 

 

 ＜参考＞主な家庭用生ごみ処理容器 

       

   バクテリア de キエーロ          コンポスター容器              ＥＭ処理容器 

 

 

（２）環境負荷の低減・カーボンニュートラル（脱炭素社会）の実現 

2000 年（平成 12 年）６月に制定・公布された「循環型社会形成推進基本法」では、

①廃棄物等の発生抑制、②循環資源の循環的な利用、③適正な処分の確保をもって、天

然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される「循環型社会」を形成す

べきと定められています。制定の背景には、廃棄物発生量の下げ止まりや最終処分場の

残余年数のひっ迫等があります。 

逗子市においても、2011年度（平成 23 年度）から逗子市環境クリーンセンターの焼

却施設及び最終処分場の延命化工事を実施したものの、焼却施設の老朽化や最終処分

場の残余年数のひっ迫は大きな課題となっています。 

家庭から出るごみの中で直接焼却につながる「燃やすごみ」、その中で「生ごみ」の

割合は４割程度と最も多くの部分を占めています。生ごみは焼却せずに資源化するこ

とが可能であり、生ごみのみを収集することで、堆肥化やエネルギー利用等の再生利用

をすることができます。生ごみの分別収集及び資源化を実施することで、「燃やすごみ」

の量、ひいては焼却量及び埋立量（最終処分量）を大幅に削減することができます。 

また、2022 年（令和４年）１月に「チャレンジ！逗子カーボンニュートラル 2050」

を表明し、2050 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロを目指すという観点か

らも、ごみの減量化・資源化を推進することで、焼却及び埋立中心のごみ処理から脱却

することが必要です。 
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（３）コストの削減 

2020年度（令和２年度）の逗子市と葉山町のごみ焼却量は 16,867 トンで、可燃ごみ

１kg を焼却するのに 37.46 円のコストがかかっています。生ごみは、焼却することなく

資源化することが可能であり、生ごみのみを分別収集することによるコスト増要因はあ

りますが、焼却するよりも安価な処理方式を採用することにより、ごみ処理事業全体のコ

スト削減にもつながります。 
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３ 燃やすごみ及び生ごみの排出量予測 

 2020年（令和２年）８月に策定した「鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化実施計画」

では、各市町の可燃ごみ量の将来予測について、平成 29 年度（2017 年度）の可燃ごみ量

の実績をもとに各市町の人口予測から算出しています。 

 その中で、家庭から出る「燃やすごみ」及び「生ごみ」の排出量についても予測していま

す。本計画に従って生ごみの分別収集・資源化を開始した後の本市の 2025年度（令和７年

度）の生ごみ資源化量は 1,728ｔ、減量・資源化後の可燃ごみ量は 5,130ｔの予測です。 

 

表１ 可燃ごみ量の将来予測 

 
出典：「鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化実施計画」（令和２年８月） 

令和2年度 令和4年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和14年度 令和16年度

2020年度 2022年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2032年度 2034年度

人 170,739 169,249 167,760 167,015 166,292 165,569 164,846 164,124 163,401 161,950 160,500

人口予測から算出した可燃ごみ量 ｔ／年 19,395 19,225 19,056 18,971 18,889 18,807 18,725 18,643 18,561 18,396 18,231

　生ごみ資源化量 ｔ／年 0 0 988 988 988 988 3,200 6,371 6,343 6,287 6,230

　その他の資源化量（発生抑制含む） ｔ／年 388 673 858 2,461 2,449 2,439 2,428 2,417 2,407 2,386 2,365

ｔ／年 19,007 18,552 17,210 15,522 15,452 15,380 13,097 9,855 9,811 9,723 9,636

人口予測から算出した可燃ごみ量 ｔ／年 10,065 10,065 10,065 10,065 10,065 10,065 10,065 10,065 10,065 10,065 10,065

　生ごみ資源化促進 ｔ／年 905 1,584 2,036 2,253 2,253 2,253 2,253 2,253 2,253 2,253 2,253

　その他の資源化量（発生抑制含む） ｔ／年 157 275 354 7,812 7,812 7,812 7,812 7,812 7,812 7,812 7,812

ｔ／年 9,003 8,206 7,675 0 0 0 0 0 0 0 0

ｔ／年 29,460 29,290 29,121 29,036 28,954 28,872 28,790 28,708 28,626 28,461 28,296

ｔ／年 28,010 26,758 24,885 15,522 15,452 15,380 13,097 9,855 9,811 9,723 9,636

人 59,290 58,582 57,821 57,472 57,072 56,651 56,147 55,726 55,326 54,437 53,426

人口予測から算出した可燃ごみ量 ｔ／年 7,328 7,142 6,950 6,858 6,760 6,659 6,548 6,448 6,401 6,299 6,182

　生ごみ資源化量 ｔ／年 0 0 1,738 1,728 1,716 1,703 1,688 1,675 1,663 1,636 1,606

　その他の資源化量（発生抑制含む） ｔ／年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ｔ／年 7,328 7,142 5,212 5,130 5,044 4,956 4,860 4,773 4,738 4,663 4,576

人口予測から算出した可燃ごみ量 ｔ／年 3,468 3,432 3,396 3,378 3,360 3,342 3,324 3,306 3,306 3,306 3,306

　生ごみ資源化促進 ｔ／年 0 0 148 285 412 529 635 632 632 632 632

　その他の資源化量（発生抑制含む） ｔ／年 0 0 128 253 375 493 608 606 606 606 606

ｔ／年 3,468 3,432 3,120 2,840 2,573 2,320 2,081 2,068 2,068 2,068 2,068

ｔ／年 10,796 10,574 10,346 10,236 10,120 10,001 9,872 9,754 9,707 9,605 9,488

ｔ／年 10,796 10,574 8,332 7,970 7,617 7,276 6,941 6,841 6,806 6,731 6,644

人 31,754 31,650 31,546 31,494 31,442 31,390 31,338 31,283 31,118 30,766 30,414

人口予測から算出した可燃ごみ量 ｔ／年 3,988 3,975 3,962 3,956 3,949 3,942 3,936 3,929 3,908 3,864 3,820

　生ごみ資源化量 ｔ／年 0 0 1,431 1,428 1,426 1,424 1,421 1,419 1,411 1,395 1,379

　その他の資源化量（発生抑制含む） ｔ／年 0 0 550 549 548 547 546 545 542 536 530

ｔ／年 3,988 3,975 1,981 1,979 1,975 1,971 1,969 1,965 1,955 1,933 1,911

人口予測から算出した可燃ごみ量 ｔ／年 1,832 1,826 1,820 1,817 1,814 1,811 1,808 1,805 1,796 1,775 1,755

　生ごみ資源化促進 ｔ／年 0 0 348 347 347 346 346 345 343 339 335

　その他の資源化量（発生抑制含む） ｔ／年 0 0 333 333 332 332 331 331 330 326 322

ｔ／年 1,832 1,826 1,139 1,137 1,135 1,133 1,131 1,129 1,123 1,110 1,098

ｔ／年 5,820 5,801 5,782 5,773 5,763 5,753 5,744 5,734 5,704 5,639 5,575

ｔ／年 5,820 5,801 3,120 3,116 3,110 3,104 3,100 3,094 3,078 3,043 3,009

人 261,783 259,481 257,127 255,981 254,806 253,610 252,331 251,133 249,845 247,153 244,340

人口予測から算出した可燃ごみ量 ｔ／年 30,711 30,342 29,968 29,785 29,598 29,408 29,209 29,020 28,870 28,559 28,233

　生ごみ資源化量 ｔ／年 0 0 4,157 4,144 4,130 4,115 6,309 9,465 9,417 9,318 9,215

　その他の資源化量（発生抑制含む） ｔ／年 388 673 1,408 3,010 2,997 2,986 2,974 2,962 2,949 2,922 2,895

ｔ／年 30,323 29,669 24,403 22,631 22,471 22,307 19,926 16,593 16,504 16,319 16,123

人口予測から算出した可燃ごみ量 ｔ／年 15,365 15,323 15,281 15,260 15,239 15,218 15,197 15,176 15,167 15,146 15,126

　生ごみ資源化促進 ｔ／年 905 1,584 2,532 2,885 3,012 3,128 3,234 3,230 3,228 3,224 3,220

　その他の資源化量（発生抑制含む） ｔ／年 157 275 815 8,398 8,519 8,637 8,751 8,749 8,748 8,744 8,740

ｔ／年 14,303 13,464 11,934 3,977 3,708 3,453 3,212 3,197 3,191 3,178 3,166

ｔ／年 46,076 45,665 45,249 45,045 44,837 44,626 44,406 44,196 44,037 43,705 43,359

ｔ／年 44,626 43,133 36,337 26,608 26,179 25,760 23,138 19,790 19,695 19,497 19,289

※令和12年度(2030年度)以降の数字については、令和11年度(2029年度)までに行うごみ減量・資源化施策に、人口減少を踏まえた減量・資源化量で試算しています。

２
市
１
町

人口

家
庭
系

減量・資源化実施後の可燃ごみ量

事
業
系

減量・資源化実施後の可燃ごみ量

減量・資源化実施前の可燃ごみ量合計

減量・資源化実施後の可燃ごみ量合計

葉
山
町

人口

家
庭
系

減量・資源化実施後の可燃ごみ量

事
業
系

減量・資源化実施後の可燃ごみ量

減量・資源化実施前の可燃ごみ量合計

減量・資源化実施後の可燃ごみ量合計

逗
子
市

人口

家
庭
系

減量・資源化実施後の可燃ごみ量

事
業
系

減量・資源化実施後の可燃ごみ量

減量・資源化実施前の可燃ごみ量合計

減量・資源化実施後の可燃ごみ量合計

鎌
倉
市

人口

家
庭
系

減量・資源化実施後の可燃ごみ量

事
業
系

減量・資源化実施後の可燃ごみ量

減量・資源化実施前の可燃ごみ量合計

減量・資源化実施後の可燃ごみ量合計



               

10 

 

４ 家庭からの生ごみの分別排出 

（１）生ごみの定義 

   生ごみとは、食品くず・調理くず・食べ残しなどの食べ物がごみとなったものです。

新しく「生ごみ」を分別区分として設け、これまで「燃やすごみ」としてまとめて出し

ていた「生ごみ」を分けて出していただくためには、生ごみの定義を明確にし、対象と

する生ごみの範囲を分かりやすく示していく必要があります。 

 

   【生ごみの定義】 

   ・人の口に入るもの（食べられるもの） 

・調理くず、食品くず、食べ残し 

 

 

（２）対象とする生ごみの範囲 

   生ごみの資源化の処理方式によって、生ごみの中には処理不適物となるものがあり

ます。 

生ごみの分別収集及び資源化を実施している自治体を対象に実施した「家庭系生ご

み分別収集等に関するアンケート調査（以下「生ごみ分別自治体アンケート調査」とい

う。）」6では、水切りに使用した新聞紙、医薬品、ティーバッグ類、貝殻等の分解が困

難なものを処理不適物としている自治体が多く見られました。 

効率的に資源化を行うためには処理不適物を除く必要がありますが、処理不適物を

多く指定することにより、分別が煩雑となり、分別にかかる手間が多くなります。生ご

みの資源化処理に支障が生じない範囲内で、市民の皆さんにとって分別がしやすい形

となるよう、対象とする生ごみの範囲の検討を進めていきます。 

 

 

  図１ 生ごみ分別収集対象外としているもの 
     ※生ごみ分別自治体アンケート調査による（複数回答、ｎ=34） 

                                                      
6 生ごみの分別収集及び資源化を実施している 47自治体（北海道を除く）を対象に、2021年（令和３

年）10月に家庭系生ごみの分別収集等に関するアンケート調査を実施し、34自治体から回答を得たも

の。 
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（３）生ごみの排出方法 

   家庭からの生ごみの排出方法としては、「袋による方法」と「バケツによる方法」が

考えられます。これらの方法の長所、短所を整理すると、表２に示すとおりとなります。 

   また、生ごみ分別自治体アンケート調査で採用している排出容器を聞いたところ、袋

とバケツがほぼ同数の回答となりました。その他としては、カラス等に荒らされないよ

う、袋に入れた生ごみをバケツに入れて出す方法としている等の回答がありました。 

排出容器の課題としては、バケツでは管理方法の課題があり、袋を採用している自治

体の中では、より小さい袋の作製要望と作製コストとの課題、特に生分解性プラスチッ

ク7の袋を採用している自治体では、耐久性に関する課題が多く見られました。 

   本市のごみステーションや道路整備の状況から、生ごみの排出方法としては、場所を

取らず、取扱いが容易である「袋による排出方法」を採用することが適当と考えます。 

 

表２ 排出容器（袋・バケツ）の長所・短所 

 長 所 短 所 

袋による 

排出方法 

・取扱いが容易 

・場所をとらない 

・収集が容易 

・袋がごみとなる 

・ステーション管理状態が悪いと

カラス等に荒される 

バケツによ

る排出方法 

・繰り返し利用ができる 

・カラス等の害に対応が可能 

・容器の管理（収集後の引き取

り、洗浄等）が必要となる 

・場所をとる 

 

  

図２ 生ごみ排出容器の種類 

    ※生ごみ分別自治体アンケート調査による 

 

                                                      
7 プラスチックとしての機能や物性に加えて、ある一定の条件の下で自然界に豊富に存在する微生物など

の働きによって分解し、最終的には二酸化炭素と水にまで変化する性質を持つプラスチック。（「バイオプ

ラスチック導入ロードマップ」（環境省、経済産業省、農林水産省、文部科学省策定）から抜粋） 
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表３ 生ごみ排出容器の課題 

排出容器の種類 主 な 課 題 

バケツ ・水分が完全に除去できていない 

・夏の臭いやハエの発生等 

・蓋が開けづらい（留め金が固い） 

・買替時の購入費 

袋 ・より小さい容量の収集袋の作製要望があるが、作製コストが課題 

・指定袋は堆肥化できないため、燃やすごみとして処理している 

【生分解性プラスチックの課題】 

・物性上の課題がある（強度が弱い、さけやすい等） 

・劣化するため使用期限が１年と限られている（使用期限の周知、保管、

在庫管理等が課題） 

・製造している業者が少なく価格が高くなる 

※生ごみ分別自治体アンケート調査による 

 

（４）手数料の設定 

   直近の分別品目の変更は 2015年（平成 27年）10月であり、「燃やすごみ」と「不燃

ごみ」を有料とし、再生利用が可能な資源ごみは有料化の対象外とすることで、発生抑

制・排出抑制を推進するとともに、資源物の分別排出の促進を図りました。 

   これまで「燃やすごみ」として収集している「生ごみ」について、新たな分別品目と

して収集するに当たり、生ごみの排出抑制と分別徹底効果、ごみ処理にかかる経費等を

考慮する必要があります。 

   「生ごみ」は唯一自家処理が可能なごみであることから、家庭用生ごみ処理容器等に

よる自家処理（排出抑制）推進施策を優先することとし、さらに、生ごみに占める割合

の高い食品ロスの削減、分別徹底効果が得られる料金設定とすべきです。 

これらのことから、家庭用生ごみ処理容器等による自家処理への動機づけが働き、燃

やすごみと生ごみとの分別徹底を図るためには、燃やすごみの処理手数料「１リットル

当たり２円」より負担が少ない、「１リットル当たり１円」と設定することが適当と考

えます。 

 

（５）手数料徴収の方法 

   手数料の徴収方法については、現行の「燃やすごみ」及び「不燃ごみ」と同様に、ご

み排出量を把握することが容易で、負担の公平性が確保される「指定ごみ袋」の採用が

適当と考えます。 
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（６）指定ごみ袋の種類・形状 

   生ごみ排出用の有料ごみ袋を指定するに当たっては、各世帯が生ごみ排出量に適し

た大きさを選択できるように、複数の指定ごみ袋を作製することが適当です。容量の小

さいごみ袋を利用するほど費用負担が少なくなることから、ごみ減量化に対する動機

が働くよう、小さい袋も作製する必要があります。 

現在、「燃やすごみ用・不燃ごみ用指定ごみ袋」で最も多く使われているのは 20リッ

トル袋で、次いで 10リットル袋であること、燃やすごみの中の生ごみの組成は４割程

度であることから、生ごみ用指定ごみ袋は、「５リットル袋」、「10リットル袋」の２種

類を採用することが適当と考えます。 

   また、指定ごみ袋の形状については、市民にとって取り扱いやすく運びやすい形状で

ある「持ち手付き袋（レジ袋タイプ）」を採用することが適当と考えます。 

なお、生分解性プラスチックのごみ袋については、環境面で脱プラスチックに資する

面はあるものの、分解するその性質から、生ごみを排出直前に入れる必要がある、使用

期限がある、強度が弱い等の課題があり、十分な品質を担保できない可能性があること、

作製費用が高価であることから、ごみステーションの衛生を保つことを最優先と考え、

導入時の採用はしないこととします。将来的な採用については、今後も情報収集に努め、

改めて検討をする必要があると考えます。 

 

  表４ 生ごみ用指定ごみ袋の種類と金額 

５リットル袋 10 リットル袋 

１枚５円 １枚 10円 

 

  ＜参考＞ 同容量の燃やすごみ用・不燃ごみ用指定ごみ袋の金額 

５リットル袋 10 リットル袋 

１枚 10円 １枚 20円 

 

（７）販売方法 

   「燃やすごみ用・不燃ごみ用指定ごみ袋」は、市民の皆さんが購入しやすいように、

逗子市商工会と連携して「指定ごみ袋取扱店」を市内に 94店舗（2022年１月現在）設

置して販売しています。生ごみ用指定ごみ袋の販売についても、同様に市内取扱店で販

売する考えです。 

 

（８）手数料の減免 

   手数料は、ごみを出す量に応じて公平に負担いただくことが原則ですが、家庭ごみ処

理有料化の導入に当たっては、低所得者や社会的弱者の過度の負担とならないよう、経

済的負担の軽減を考慮し、要件を満たす世帯には申請により一定枚数の指定ごみ袋を

配付することとしています。 
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「生ごみ」を新たな分別品目とし、生ごみ用指定ごみ袋を使用して排出する仕組みと

するに当たっても、同様に、該当世帯には申請により一定枚数の指定ごみ袋を配付する

ことが適当と考えます。 

一方で、公平負担の原則の観点から、該当世帯への指定ごみ袋の配付枚数に制限を設

け、減免対象者にも一定のごみ減量の努力を促す方法とすることが必要です。 

これらの点から、現行の「燃やすごみ・不燃ごみ用指定ごみ袋」の配付枚数のうち、

生ごみ相当分に当たる数量を減らし、その分を新たに指定する「生ごみ用指定ごみ袋」

の配付枚数に充てることが適当と考えます。 

なお、「燃やすごみ用・不燃ごみ用指定ごみ袋」の配付上限数は、燃やすごみを週２

回、不燃ごみを月２回排出する枚数である 120枚としています。生ごみについては、特

に週２回の排出が想定されることから、配付する各指定ごみ袋の容量を半分とし、配付

枚数は各収集日に排出できる枚数である 120枚をそれぞれ上限とする考えです。 

 

 

 表５ 減免対象世帯  

対 象 世 帯 

生活保護受給世帯 

身体障害者手帳（１級・２級）の交付を受けている人が属する市民税非課税世帯 

精神障害者保健福祉手帳（１級）の交付を受けている人が属する市民税非課税世帯 

療育手帳（Ａ１・Ａ２）の交付を受けている人が属する市民税非課税世帯 

児童扶養手当受給世帯 

特別児童扶養手当受給世帯 

 

 

  表６ 減免対象世帯への配付枚数 

 【現行】配付上限数 【生ごみ分別後】配付上限数 

２人以上世帯 〈燃やすごみ・不燃ごみ用〉 

20 リットル袋×120枚 

〈燃やすごみ・不燃ごみ用〉 

10 リットル袋×120 枚 

〈生ごみ用〉 

10 リットル袋×120 枚 

単身世帯 〈燃やすごみ・不燃ごみ用〉 

10 リットル袋×120枚 

または 20リットル袋×60枚 

〈燃やすごみ・不燃ごみ用〉 

５リットル袋×120 枚 

または 10リットル袋×60枚 

〈生ごみ用〉 

５リットル袋×120 枚 

または 10リットル袋×60枚 
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５ 収集・運搬 

（１）収集方法 

家庭ごみ処理有料化の導入についての検討の中で、収集方法についても検討し、戸別

収集を導入すると新たに２億円を超える経費がかかる試算であること、2013 年度（平

成 25年度）に実施した「家庭ごみ処理有料化の導入についての基本的な考え方」のパ

ブリックコメントや、本市が 2009年度（平成 21年度）に実施した「ごみに関する市民

意識調査」8でも戸別収集のニーズが高くないことから、ごみステーション収集方式を

維持することとした経緯があります。 

なお、生ごみ分別自治体アンケート調査では、生ごみ分別収集を実施している自治体

の多くがごみステーション収集方式を採用していること、2012年度（平成 24年度）に

実施した「生ごみ分別モデル事業」において、ごみステーションに関する問題は発生し

なかったことから、生ごみの分別収集の実施に当たっても、ごみステーション方式を維

持することとして支障がないものと考えます。 

これらの点から、収集方法については、現行のごみステーション収集方式を維持する

ことが適当と考えます。 

 

 

 

図３ 生ごみの収集方法 

         ※生ごみ分別自治体アンケート調査による 

 

 

 

 

                                                      
8 住民基本台帳から 18 歳以上の 1,600 人を無作為抽出し、郵送による調査を行ったもの（回収率

58.6％）。回答者のうち、戸別収集について反対が 49.6％、賛成が 18.1％、条件によって賛成が

17.5％、その他・無回答が 14.8％であった。 



               

16 

 

（２）収集回数 

   現行の「燃やすごみ」の収集回数は週２回としています。その燃やすごみの４割程度

を占める「生ごみ」を新たに分別品目として設定し、分別して収集するために考慮しな

ければならない内容を整理すると、次のようになります。 

 

・ 「生ごみ」は腐敗しやすい性質がある。夏季はハエの発生等に特に注意が必要であ

る。週２回程度の収集が必要であると考えられる。 

・ 生ごみを分別した後の「燃やすごみ」には、紙おむつが含まれ、生ごみと同様に衛

生的な管理が必要である。家庭での保管について考慮する必要がある。 

・ 生ごみ分別収集が追加になることから、収集費用を極力抑えるために効率化を図る

必要がある。 

・ 生ごみの収集回数と燃やすごみの収集回数による生ごみ分別への動機づけの関係

を考慮する必要がある。 

 

 

    表７ 収集回数の比較 

生ごみの収集回数 比較 
燃やすごみの 

収集回数 

「燃やすごみ」と「生ごみ」

との分別の動機づけ 

２回 ＝ ２回 弱い 

２回 ＞ １回 強い 

 

 

生ごみ分別自治体アンケート調査結果では、生ごみを週２回収集している自治体が

多く、その他の回答としては、週３回のほか、地区によって収集回数を変えている、季

節によって収集回数を変えているという回答が見られました。さらに、生ごみを週２回

収集している自治体の可燃ごみの収集頻度を見ると、週２回収集をしているところが

多くを占めました。 

本市においては、現在、生ごみを含む燃やすごみを週２回収集しています。「生ごみ」

と「燃やすごみ」の収集頻度については、生ごみ分別への動機づけを考えると、生ごみ

を週２回、燃やすごみを週１回とすることが望ましいと考えられますが、紙おむつの排

出の利便性を考慮すると、「生ごみ週２回、燃やすごみ週２回」の各週２回の収集が適

当と考えます。 

なお、今後紙おむつの資源化あるいは処理等の技術開発によって、再度検討すること

が必要と考えます。 
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図４ 生ごみの収集回数 

         ※生ごみ分別自治体アンケート調査による 

          ※年間のうちの一定期間または一部の地域で収集回数を変えている自治体について

は、主に実施している収集回数で集計している 

 

       

図５ 生ごみ週２回収集自治体の可燃ごみ収集回数 

※生ごみ分別自治体アンケート調査による（ｎ=21）  
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（３）生ごみの運搬 

  ① 葉山町生ごみ資源化処理施設への運搬経路 

    葉山町生ごみ資源化処理施設への生ごみの運搬経路は、図６に示す桜山隧道経由

と葉桜団地、イトーピア経由が想定されます。 

    現在のごみ収集は、市内を 12地区に分けて実施しています。各地区から葉山町生

ごみ資源化処理施設への想定される運搬経路は次のとおりとなります。 

     

想定運搬経路 収集地区 

桜山隧道経由 １、２、３、４、５ 

葉桜団地・イトーピア経由 ６、７、８、９、10、11、12 

 

 

 
図６ 収集地区と想定運搬経路図 

   

  ② 葉山町生ごみ資源化処理施設への想定運搬経路別車両台数の試算 

    生ごみを分別することにより、新たに運搬車両が通行することになり、交通など周

辺環境へ影響が及ぶことが考えられます。そのようなことから、想定される運搬経路

別運搬車両台数を次のア～ウの順に試算しました。 

 

   ア 各収集地区からの燃やすごみ収集状況 

     年間のうち、夏季はごみの収集量が多い傾向があることから、直近の 2021年（令

和３年）８月の１週間における各収集地区からの燃やすごみ収集量をもとに、想定

南・西地区 

北・東地区 

１、２、３、４、５ ➡ 桜山隧道経由 

６、７、８、９、10、11、12 ➡ 葉桜団地・イトーピア経由 
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経路別に集計すると表８のとおりとなります。 

     また、１週間当りの想定運搬経路別ごみ収集量の割合は、桜山隧道経由で 40.2％、

葉桜団地、イトーピア経由で 59.8％となります。 

      

 

表８ 想定運搬経路別ごみ収集量               

 

 

 

   イ 生ごみを分別した場合の各収集地区からの想定運搬経路別生ごみ量 

     2025年度（令和７年度）生ごみ排出量予測値（1,728ｔ）をもとにし、表８の割

合を用いて、１週間の想定運搬経路別に生ごみ量を試算すると表９のとおりとな

ります。 

 

表９ 想定運搬経路別生ごみ収集量試算      （ｔ/週） 

 

（注）＊１：１日当り生ごみ発生量（ｔ/日）＝1,728ｔ/365日≒4.7ｔ/日  

     １週間収集量（ｔ/週）＝4.7ｔ/日×７日＝32.9ｔ/週 

＊２：想定運搬経路別収集量（ｔ/日）＝１週間の収集量×経路別割合（表８）

  

   ウ 想定運搬経路別運搬車両台数の試算 

     表９の想定運搬経路別生ごみ量をもとに、運搬車両を２トンの収集車と仮定し、

積載量の実績である 1.5 トンとして、想定運搬経路別車両台数を試算すると表 10

のとおりとなります。 

 

         表 10 想定運搬経路別運搬車両延べ台数試算                    

    想定運搬経路 運搬車両台数（台/週） 

桜山隧道経由 ９ 

葉桜団地・イトーピア経由 14 

合計 23 

  

想定運搬経路 8月23日（月） 8月24日（火） 8月26日（木） 8月27日（金） 合計 割合（％）

桜山隧道経由（kg） 32,400 0 23,090 0 55,490 40.2

葉桜団地・イトーピア経由（㎏） 10,930 36,960 7,260 27,560 82,710 59.8

合計（㎏） 43,330 36,960 30,350 27,560 138,200 100.0

合計

32.9

桜山隧道経由＊２ 13.2

葉桜団地・イトーピア経由＊２ 19.7

想定運搬経路

生ごみ収集量　合計＊１
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６ 生ごみの資源化 

（１）生ごみ堆肥化システムの概要 

   生ごみ堆肥化施設は、微生物による発酵・分解により、生ごみを減容化したうえで堆

肥を製造する施設です。その処理の基本的な流れは、発酵設備が中心で図７に示すとお

りとなっています。 

  生ごみの堆肥化施設は、採用する技術によって建設費用、維持管理費用及び堆肥の生

産量に影響を及ぼしてきます。 

     

 

  図７ 生ごみ堆肥化施設の処理の基本的な流れ 

 

計画している堆肥化システムは、事例では減容化率が 90％以上で処理後の堆肥の生

成が少なく、また他の堆肥化システムと比較して、発酵設備での撹拌を重機で行うなど

設備が単純で故障などが起きにくく、運転管理が簡単で維持管理等の費用が安い傾向

にあります。 

葉山町が実施したプロポーザルによる受託事業者が作成した「葉山町クリーンセン

ター再整備工事技術提案書類」では、処理システムは「超高温好気性発酵システム」で

あり、特徴を技術提案書類から抜粋すると次のとおりです。 

 

   ・発酵温度は、80～100℃以上まで上昇し、雑草種子やウイルス等が死滅した衛生的

な堆肥です。 

   ・微生物活性により高温域で発酵するため、原料の変動に影響を受けずに効率よく分

解します。 

   ・微生物発酵が活発なため、発酵後半では臭気の低減が見込めます。 

   ・生ごみと混合させる返送品は、発酵処理に特化した微生物が豊富に生息しており、

水分が 30％以下のため、チップ等の副資材の必要がありません。 

 

（２）計画施設規模 

   計画施設規模は、10トン/日で計画しています。 

 

（３）処理及び施設構造等 

  ア 発酵処理の流れ 

   ① 混合：生ごみ袋を破袋し、返送品と混合させます。 

脱臭設備

生ごみ
受入・供
給設備

前処理設
備

発酵設備 熟成設備
後処理設
備

貯留設備 堆肥

残渣
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   ② 発酵：エアー調整と湿度管理にて微生物が好む環境を作ります。 

   ③ 切返し：４～５日に一度ホイルローダーで切返し、約 30～40日程度の発酵期間

で完成です。異物除去ふるい機にて袋や不適物を除去します。その後、

目の細かいふるい機で返送品と製品に分けます。 

   ④ 製品：原料の約３～８％が製品となります。   

 
     図８ 発酵処理の流れ 

※葉山町受託事業者が作成した「葉山町クリーンセンター再整備工事技術提案書類」による 

 

  イ 施設構造等 

    施設構造等は、次に示すとおりです。 

 

    図９ 生ごみ堆肥化施設の施設構造 
※葉山町受託事業者が作成した「葉山町クリーンセンター再整備工事技術提案書類」による  
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７ 生ごみの分別資源化開始後の広域処理による財政効果 

 逗子市と葉山町は、生ごみ資源化の共同処理を行う計画であり、2024 年度（令和７年

３月）から、生ごみ分別収集を開始し、葉山町に設置予定の施設で生ごみの資源化を開始

する予定です。 

  また、2025 年度（令和 7 年度）から鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化実施計画

（以下「広域化実施計画」という。）に定めたスケジュールに従い、鎌倉市からの可燃ご

みを逗子市の焼却施設で受け入れ、年間合計焼却量 20,000トンの範囲で焼却を実施して

いく予定です。 

  広域化実施計画に従って、生ごみの分別資源化を開始した後の 2025年度（令和 7年度）

逗子市概算試算額と 2020年度（令和２年度）の決算数値を比較し、財政効果を試算しま

した。 

 

【試算条件】 

 2020年度（令和２年度） 

ごみ焼却量、各市町負担額：令和２年度決算数値 

 2025年度（令和７年度） 

  ごみ焼却量、各市町概算負担額：広域化実施計画 

  生ごみ資源化経費：葉山町概算積算単価×生ごみ資源化量（広域化実施計画） 

    生ごみ収集運搬経費：事業者概算見積りをもとに算出 

 

【財政効果】 年間の財政効果額は１億 3,000 万円程度と試算されます。 

 

表 11 財政効果                            （千円/年） 

 2020年度（令和２年度） 

決算数値 

2025年度（令和７年度） 

概算試算額 
財政効果 

逗子市負担額 423,745 291,279 132,466 

 

表 12 2020 年度（令和２年度）可燃ごみ共同処理決算数値 

  ごみ焼却量（ｔ） 負担金（千円） 

逗子市 11,307  423,745  

葉山町 5,560  208,271  

合計 16,867  632,016  

 
表 13 2025 年度(令和７年度)負担金試算（広域化実施計画） 表 14 2025年度(令和７年度)概算試算額 

 

ごみ焼却量（ｔ） 負担金（千円） 試算額内訳 金額（千円）

鎌倉市 8,914 263,975 逗子市焼却負担額 236,020

逗子市 7,970 236,020 生ごみ資源化経費 32,659

葉山町 3,116 92,276 生ごみ収集運搬経費 22,600

合計 20,000 592,271 合計 291,279
生ごみ資源化経費：18.9円/kg×1,728,000kg＝32,659千円
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８ 生ごみの分別資源化開始後の広域処理による環境保全効果 

 ２市１町では、環境負荷の低減を目的に、焼却量を削減するため生ごみの減量化・資源

化等を推進する計画です。 

 広域化実施計画を基に、2019 年度（令和元年度）と生ごみの分別資源化を開始した後

の 2025年度（令和７年度）の温室効果ガスを比較し、環境保全効果を試算しました。 

 

【試算条件】 

 2019年度（令和元年度） 

    ごみ焼却量：令和元年度 神奈川県 一般廃棄物処理事業の概要 

    ごみ焼却施設電気使用量、灯油使用量、焼却ごみ質 

：逗子市環境クリーンセンターごみ焼却施設精密機能検査報告書  

令和３年３月 

     焼却残渣溶融に伴う電気使用量 

：灰溶融施設の運転管理に関する実態調査報告書（平成 19 年３月） 

日本廃棄物処理施設技術管理者協議会 

  2025年度（令和７年度） 

    ごみ焼却量、生ごみ量：広域化実施計画 

    ごみ焼却施設電気使用量、灯油使用量 

：逗子市環境クリーンセンターごみ焼却施設精密機能検査報告書  

令和３年３月 

    生ごみ資源化施設電気使用量、軽油使用量 

：葉山町クリーンセンター再整備工事技術提案書類 

 

【環境保全効果】 

  温室効果ガスは、二酸化炭素換算量で 2025年度（令和７年度）と 2019年度（令和元

年度）と比較して、年間約 5,789ｔ-CO2 減少すると試算されます。 

 

  表 15 環境保全効果                               （ｔ-CO2/年） 

 ① 2019年度 

（令和元年度） 

② 2025年度 

（令和７年度） 

焼却に伴う二酸化炭素排出量 15,712 10,556 

焼却残渣の資源化（溶融）に伴う二酸化炭素排出量 3,141 1,730 

収集運搬に伴う二酸化炭素排出量 7 53 

生ごみの資源化処理に伴う二酸化炭素排出量 ― 732 

合    計 18,860 13,071 

① － ② 5,789 
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９ 事業系ごみの取り扱い 

事業系ごみ処理手数料については、環境省中央環境審議会循環型社会部会食品リサイ

クル専門委員会が 2019年（平成 31年）２月に取りまとめた「今後の食品リサイクル制

度のあり方について（報告書）」において、「事業者が適正処理を行う責任を有している

ことに鑑み、その処理に係る原価相当の料金を徴収することが望ましい」とされていま

す。これを受け、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成十二年法律第

百十六号）」に基づく基本方針においても、「事業系一般廃棄物処理に係る原価相当の料

金徴収の推進」を位置づけています。食品ロスの削減と食品リサイクルの促進の観点か

ら、社会情勢等を勘案しながら、事業系ごみ処理手数料（持ち込みごみ手数料）の見直

しを進めます。 

 

10 生ごみ分別収集・資源化に関するスケジュール（案） 

２市１町のごみ処理広域化実施計画に定めた方針とスケジュールに従い、2025年（令

和７年）３月からの葉山町での生ごみの共同処理を予定しています。 

ごみの分別の変更は市民生活に大きな影響を与えることから、逗子市廃棄物減量等推

進審議会への諮問、市民説明会、パブリックコメントを通して市民の皆さんのご意見を

お聞きするとともに、制度の主旨、目的などについてきめ細やかな説明を行い、取り組

んでまいります。 

葉山町での生ごみの共同処理を行うに当たっては、逗子市及び葉山町の両市町議会で

議決を得る必要があります。本市では、令和５年逗子市議会第１回定例会において、葉

山町との共同処理に係る事務委託について議案提案を予定しており、議案が可決された

ならば、2023年度（令和５年度）、2024年度（令和６年度）の２年間かけて、生ごみ分

別変更に関する詳細な市民説明を行ってまいります。 

 

表 16 生ごみ分別収集・資源化スケジュール（案） 

 

 

 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

審議会
（諮問）

審議会
（答申）

議案
提案

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

分別
変更

令和４年度（2022年度）

令和５年度（2023年度）

令和６年度（2024年度）

パブリックコメント

分別変更についての市民説明会

分別変更についての市民説明会

市民説明会
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＜資料編＞ 

（１）本編８、22ページ 

2020年度（令和２年度）焼却経費        2025 年度（令和７年度）焼却経費試算  

 

 

（２）本編 18、19ページ 

地区別収集実績量 

 
出典：環境クリーンセンター資料 

維持管理等経費（千円） 維持管理等経費（千円）

人件費 192,897 人件費 190,000

センター維持管理1) 48,509 センター維持管理1) 58,000

焼却施設維持管理2) 71,390 焼却施設維持管理2) 55,267

汚染負荷量賦課金 625 汚染負荷量賦課金 542

焼却残渣溶融固化等 84,126 焼却残渣溶融固化等 96,000

資本費等（千円） 資本費等（千円）

資本費 218,057 資本費 42,462

定期補修工事費等 16,412 定期補修工事費等 150,000

632,016 592,271

16,867 20,000

37.46 29.6

※鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化実施計画による試算値
（注）1)光熱水費等

　　　2)消耗品費、燃料費、業務委託料等
　　　3)積算後単価の小数点第３位以下は切り捨て。建設改良費（資本費）、運営費及び最終処分費（可燃ごみのみ）それぞれにおいて単価を設
　　　　定（小数点第３位以下はそれぞれの単価において切り捨て）。

合計（千円）

ごみ焼却量（ｔ/年）

１ｔ当り単価（千円/ｔ）3)

合計（千円）

ごみ焼却量（ｔ/年）

１ｔ当り単価（千円/ｔ）3)

ｋｇ ｋｇ

1

2

3 8月23日（月） 8月24日（火） 8月26日（木） 8月27日（金） 合計

4 32,400 23,090 55,490

5

6

7

南西地区
合計

8月23日（月） 8月24日（火） 8月26日（木） 8月27日（金） 合計

8 10,930 36,960 7,260 27,560 82,710

9
合計

10 43,330 36,960 30,350 27,560 138,200

11

12

北東地区
合計

合計

（収集地区６～12）

14,060

20,450 14,250

8/23（月） 8/26（木）

10,430

5,510 4,330

（収集地区：１～５）

6,510 5,610

5,420 2,930

5,440 3,230

桜山隧道想定経由収集量（ｔ/週）

葉桜団地・イトーピア想定経由収集量（ｔ/週）

43,330

36,960

7,150 5,000

6,560 5,420

9,190 6,710

27,560

30,350

8/24（火） 8/27（金）

80,290 57,910

138,200

収集地区別収集実績(2021.8.23~8.27)
収集地区
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（３）本編 23ページ 

  

収集車の走行距離と燃料使用量実績 

収集車 走行距離（km） 燃料使用量（ℓ） １ℓ 当たり走行距離（km） 

NO.1 10,008  2,617  3.8  

NO.2 11,984  3,001  4.0  

NO.3 7,165  1,864  3.8  

NO.4 10,860  2,929  3.7  

平均 ― ― 3.8  

  出典：2020年度（令和２年度）環境クリーンセンター資料 

     

温室効果ガス試算条件 

 

試算に用いたデータの出典等 令和元年度 令和７年度

焼却量（ｔ/年） 神奈川県一般廃棄物処理事業の概要及び広域化実施計画 30,375 15,522

廃プラスチック量（ｔ/年） 逗子市令和元年度ごみ組成実績を使用 3,053

燃料使用量（ℓ） 逗子市ごみ焼却施設令和元年度実績（3.3ℓ/ごみｔ）を使用 100,238

電気使用量（kwh） 逗子市ごみ焼却施設令和元年度実績（64.2kwh/ごみｔ）を使用 1,950,075

残渣量（ｔ/年） 県実績報告。令和７年度は逗子市の焼却に合算 3,554

電気使用量（kwh） 事例を参考。残渣１ｔ当たり1,420kwh 5,046,680

生ごみ量（ｔ/年） 葉山町生ごみ資源化処理施設プロポーザル資料 988

燃料使用量（ℓ/年） 葉山町クリーンセンタープロポーザル（参考）年間運転経費試算表 5,855

電気使用量（kwh/年） 葉山町クリーンセンタープロポーザル（参考）年間運転経費試算表 159,361

運搬量（ｔ/年） 広域化実施計画。逗子市への搬入量8,914t。 8,914

累積運搬距離(km/年） 地図上で距離測定（往復11.4km） 16,940

運搬車両積載量（ｔ/台） 葉山町の運搬車実績を使用（6ｔ/台） 6

燃料使用量（ℓ/年） 葉山町の運搬車実績を使用（3.7km/ℓ） 4,578

運搬量（ｔ/年） 逗子市以外への委託想定量 6,608

累積運搬距離(km/年） 片道20㎞を想定。 44,040

運搬車両積載量（ｔ/台） 同上 6

燃料使用量（ℓ/年） 同上 11,903

可燃ごみ量（逗子分）（ｔ/年） 実績及び広域化実施計画 10,845 7,970

焼却量（ｔ/年） 実績及び広域化実施計画 16,482 26,608

廃プラスチック量（ｔ/年） 逗子市令和元年度ごみ組成実績（水分54.1％、プラスチック類21.9％） 1,657 3,261

燃料使用量（ℓ/年） 逗子市環境クリーンセンターごみ焼却施設精密機能検査報告書　令和３年３月（3.3ℓ/ｔ） 55,072 87,806

電気使用量（kwh/年） 逗子市環境クリーンセンターごみ焼却施設精密機能検査報告書　令和３年３月（64.2kwh/ｔ） 1,058,090 1,708,234

残渣量（ｔ/年） 逗子市環境クリーンセンターごみ焼却施設精密機能検査報告書　令和３年３月（残渣率10.8％） 1,173 2,874

電気使用量（kwh） 事例を参考。残渣１ｔ当たり1,420kwh 1,665,660 4,081,080

運搬量（生ごみ量）（ｔ/年） 広域化実施計画 1,728

累積運搬距離(km/年） 地図上で距離測定 9,204

燃料使用量（ℓ/年） 実績を参考 2,422

運搬量（焼却量）（ｔ/年） 実績及び広域化実施計画 5,637 3,116

累積運搬距離(km/年） 地図上で距離測定（5.5km） 10,340 5,709

運搬車両積載量（ｔ/台） 実績（6ｔ/台） 6 6

燃料使用量（ℓ/年） 実績（3.7km/ℓ） 2,795 1,543

生ごみ量（葉山分）（ｔ/年） 広域化実施計画 1,428

生ごみ資源化処理量（ｔ/年） 逗子市及び葉山町合算（広域化実施計画） 3,156

燃料使用量（ℓ/年） 葉山町クリーンセンタープロポーザル（参考）年間運転経費試算表 15,407

電気使用量（kwh/年） 葉山町クリーンセンタープロポーザル（参考）年間運転経費試算表 419,370

葉山町

可燃ごみ運搬

生ごみ資源化

逗子市

焼却

残渣資源化

生ごみ運搬

項目

焼却

残渣資源化

生ごみ資源化

鎌倉市

可燃ごみ運搬
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  生ごみの堆肥化に伴う温室効果ガス試算（鎌倉市、葉山町） 

 
※算出式は「環境省 温室効果ガス排出・吸収量等の算定と報告～温室効果ガスインベントリ等関連情報

～」による 

活動量（ｔ/年） CO2への換算係数

①メタン 4,144 0.96 kg-ＣＨ4/t 3,978 kg-CH4/年 25 99 t-CO2/年

②一酸化二窒素 4,144 0.27 kg-Ｎ2Ｏ/t 1,119 kg-Ｎ2Ｏ/年 298 333 t-CO2/年

ＣＯ2換算総排出量 432 t-CO2/年

排出係数 排出量 ＣＯ２換算排出量


